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長崎原爆資料館条例及び長崎市科学館条例の一部を改正する

条例について

1 改正理由

(1)公の施設の目的外の使用に係る規定の廃止

これまで長崎市では、公の施設に設置する売店にっいて、公の施設の設置目的外とし

て使用するものと位置付け、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づきその使用を

許可することとし、その目的外に使用する場合の使用料などの取扱いを公の施設の設置

条例において規定していた。

今回、これらの売店にっいて、公の施設の設置目的や、その利用状況等を勘案したう

えで、原則として当該公の施設の設置目的内のものと整理し、条例に定める目的外に使

用する場合の取扱いに係る規定を廃止したい。

1地方自治法第238条の4第7項

②附属機関の委員の任期等に係る規定の整備

長崎市においては、地方自治法第 138条の4第 3項等の規定により、行政の執行に必

要な調停、審査、諮問又は調査を行う機関とし.て、附属機関を設置している。

今回、附属機関の委員の任期等に係る規定を整備したいので、'関係条例を改正し、併せ

て所要の整備を行うもの。

行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可すること

ができる。

晤斐置目的内」の考え方

「設置目的内」の解釈にっいては、「公の施設の設置目的そのもの」のみならず、

「公の施設の設置目的に沿い、その効用を増加させるもの」も含まれると整理し、

「公の施設の設置目的に沿い、その効用を増加させるもの」は「設置目的内」のも

のとして考える。そのため、「公の施設の設置目的そのもの」と同様の手法(指定

管理者制度導入施設であれば指定管理者)により管理・運営する。

なお、これにより、指定管理者が管理・運営する場合、指定管理者への使用許可

及び指定管理者からの使用料納入を不要とし、当該指定管理者に対する事業の承認

をするとともに、一定額以上の発生利益がある場合は、市への納付や施設への還元

を行わせることとする。



2 改正内容

(1)公の施設の目的外の使用に係る.規定の廃止

公の施設の設置目的外として使用するものとして規定している売店について、公の

施設の設置目的に沿い、その効用を増加させるものとして施設の設置目的内のものと

整理し、公の施設の設置条例に規定する目的外の使用料のほか、その目的外に使用す

る場合の取扱いに関する規定を削る。

【対象条例及び施設】

長崎原爆資料館条例

2

②附属機関の委員の任期等に係る規定の整備

長崎市が設置する附属機関を組織する委員のうち、「団体を代表する者」や「事業

に従事する者」等として委嘱した委員が、退職や退会等の理由により、その団体を離

れたりその事業に従事する者等でなくなったりしたときは、当該附属機関の委員の任

期中であっても、委嘱が解かれたものとする規定を設ける。

なお、このことにより,、これまでは任期中に委員が上記理由により変更となる場

合は、推薦団体が退任する委員から退任届を徴取し、変更届と併せて長崎市に提出し、

その後、解嘱の辞令書を退任した委員に渡していただくという退任に係る事務があっ

たが、その事務が不要となるため、推薦団体の負担が軽減される。

【対象条例及び附属機関】

条例

長崎市科学館条例

長崎原爆資料館

施設名

長崎市科学館

目的外の
使用区分

売店

売店

長崎原爆資料館条例

公布の日

2

施行日

条例

長崎市科学館条例

令和2年4月1日

長崎原爆資料館運営審議会

附属機関名

長崎市科学館運営協議会
公布の日

施行日

2
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3 新旧対照表

第1条関係長崎原爆資料館条例新旧対照表
1

長崎原爆資料館条例

、

第1条~第 16 条(略)

(目的外の使用料)

現行

第 17
用半

2

条
ぱ

前項の使用料は、その月分を翌月の 10日までに
納入しなければならない。

料館をその月的外に使用する場合の使
別表第4のとおりとする

平成7年12月27日
条例第討号

第揺条市長は
(目的外の使用料の減免)

は、目的外の使用料を減免することができる。

第19条既納の目的外の使用料は、返還しない。た
(月的外の使用料の返還)

だし、市長が特別の理由があると認めるときは、
この限りでない。

長崎原爆資料館条例

別の理由があると認めるとき

第即条資'斗鯨をその月的外に使用する場合に電

(費用の負担)

気、水道又はガスを使用するときは、これに要す

第1条~第16条

る経費は、使用する者の負担とする。

改正案

第幻

(準用)

(削除)

をその月的外に使用する場合について準用する。
この場合において、第玲条第1項中「指定管理者」

第 12 条から第 14条までの規定は、資料・館

とあるのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定

(略)

管理者とあるのは「市」と読み替えるものとす
る。

(長崎原爆資料館運営審議会)

第詑条資料館の運営に関する重要事項を調査審
議するためゞ艮崎原爆資料館運営審議会(以下「審
議会」という。)を置く。

絲且織)

第器条審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。

山被爆者団体を代表する者
②学識経験のある者
③教育関係者

締市議会議員
伍)地元自治会を代表する者
⑤公益団体等を代表する者
m 市民

3 市長は、前項第7号に掲げる委員の選任に当た
つては、公募の方法により、これを行うものとす

平成 7年12月27日
条例第 31号

(削除)

(削除)

3

網亦羽

(削除)

(長崎原爆資料館運営審議会)

第 17 条資料館の運営に関する重要事項を調査審
議するためf艮崎原爆資料館運営審議会(以下「審
議会」という。)を置く。

絲且織)

第 18条審議会は、委員即人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市
艮が委嘱する。

山被燥者団体を代表する者
②学識経験のある者
櫛教育関係者

④市議会議員
愉地元自治会を代表する者
(6)公益団体等を代表する者
m 市民

3.市長は、前項第7号に掲げる委員の選任に当た
つては、公募の方法により、これを行うものとす



る。

(任期)
第24条委員の任期は、 2年とし、再任される二と

を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、・前任者
の残任期間とする。

,

現1テ

前項本文の規定にかかわらず、委員(前条第2
項第4号に掲げる委員を除く。)の任期について
は、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を
勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超え
ない期間とすることができる。

(.会長及び副会長)
第25条審議会に会長を置き、委員の互選によりこ

れを定める。

2'会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 審議会に副会長を置き、会長の指名によりこれ

を定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると
きは、その職務を代理する。

る。

(市長による管理)

第25条市長は、指定管理者の指定をすることがで
きないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、
若しくは期闇を定めて管理の業務の停止を命じた
ときは、第6条第1項の規定にかかわらず、管理

の業務を自ら行うものとする。
2 前項の場合における第8条第1項、第9条第1

(任期)
第 19条委員の任期は、 2年とし、再任されること

を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期間とする。

2 前条第2項第1号、第3号、第5号及び第6号

3 前2項に定めるもののほか、小委員会の運営に
関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

改正案

に掲げる者のうちから委嘱された委が、それぞ

(会i揃
第26条審議会の会議は、会長が招集し、その議長

となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなけれぱ会
議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれ
を決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。

れ同項の相当規定に該当する者でなくなったとき
は、前項に定める任中であっても

る。

委嘱は"かれたものとする

第1・項本文の規定にかかわらず、委員(前条第
2項第4号に掲げる委員を除く。)の任期につい
ては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日
を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超
えない期間とすることができる。

(小委員会)
第舒条審議会は、必要があると認めるときは、小

委員会を値くことができる。
2 小委員会は、会長の指名する委員をもつて組織

る。

3 前2項に定めるもののほか、小委員会の運営に
関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(会長及び副会長)
第20条審議会に会長を置き、委員の互選によりこ

れを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 審議会に副会長を置き、会長の指名によりこれ

を定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると
きは、その職務を代理する。

(関係人の出席等)
第器条審議会は、必要があると認、めるときは、,関

係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、
又は関係人に資料の提出を求めることができる。

゛

(関係人の出席等)
第器条審議会は、必要があると認めるときは、関

係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、
又は関係人に資料の提出を求めることができる。

亥委員の

(会議)
第別条審議会の会議は、会長が招集し、その議長

となる'

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会
議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれ
を決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。

(庶チ鋤
第24条審議会の庶務は、原爆被爆対策部において

処理する。
(庶務)

第29条審議会の庶務は、原爆被爆対策部において
処理する。

4

(市長による管理)
第30条市長は、指定管理者の指定をすることがで

きないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、
若しくは期闇を定めて管理の業務の停止を命じた
ときは;第6条第1項の規定にかかわらず、管理
の業務を自ら行うものとする。

(小委員会)
第器条審議会は、必要があると認めるときは、小

委員会を置くことができる。
2 小委員会は、会長の指名する委員をもつて組織

当

三
2
-
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2 前項の場合における第8条第1項、第9条第1
項及び第3項、第 10条、第Ⅱ条、第玲条並び1
別表第2の規定の適用については、第8条第1項

「市長の承認を得て指定管理者が」とあるのは
「市長力甥11に」と、第9条第1項中「資料館の利用

に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管
理者に支払わなけれぱならない」とあるのは「別
表第1に掲げる観覧料、別表第2に掲げる使用料
又は別表第3に掲げる駐車料金(以下「観覧料等」
という。)を市長に納入しなければならない」と、
同条第3項中「利用料金については、指定管理者
があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「使
用料については、市長が別に」と、第 10 条中「指
定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定め
る基準に基づき、利用料金」とあるのは「市長は、
特別の理由があると認めるときは、観覧料等」と、

Ⅱ条及び第 13 条第1項中「指定管理者」とあ
るのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理
者」とあるのは「市」と、別表第2備考2から備考
4までの規定中「金額」とあるのは「使用料」と、
同表備考5中「実費に相当する額とする」とある
のは「実費を徴収する」と、同表備考6中'「金額」
とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじ
め市長の承認を受けて定める額とする」とあるの
は「市長が定める」とし、第8条第2項並びに第9
条第2項及び第4項の規定は適用しない。

3 市長は、第1項の規定により管理の業務を行う
こととし、又は伺項の規定により行つている管理
の業務を行わないこととするときは、あらかじめ
その旨を告示するものとする。

現1テ

項及び第3項、第 10条、第Ⅱ条、第 13条並びに
別表第2の規定の適用については、第8条第1項

「市長の承認を得て指定管理者が」とあるのは
「市長が別に・」と、第9条第1項中「資料館の利用

に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管
理者に支払わなければならない」とあるのは「別
表第1に掲げる観覧料、別表第2に掲げる使用料
又は別表第3に掲げる駐車料金(以下「観覧料等」
という。)を市長に納入しなけれぱならない」と、
同条第3項中「利用料金については、指定管理者
があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは二使
用料については、市長力拐11に」と、第 10条中「指
定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定め
る基準に基づき、'利用料金」とあるのは「市長は、
特別の理由があると認めるときは、観覧料等」と、

Ⅱ条及び第玲条第1.項中'「指定管理者」とあ
るのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理
者」とあるのは「市」と、別表第2備考2から備考
4までの規定中「金額」とあるのは「使用料」と、
同表備老5中「実費に相当する額とする」とある
のは「実費を徴収する」と、伺表備考6 中,「金額」
とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじ
め市長の承認を受けて定める額とする」とあるの
は「市長が定める」とし、第8条第2項並びに第9
条第2項及び第4項の規定は適用しない。

3 市長は、第1項の規定により管理の業務を行う
こととし、又は同項の規定により行つている管理
の業務を行わないこととするときは、あらかじめ
ぞの旨を告示するものとする。

改正案

(委任)

第31条この条例の施行について必要な事項は、市
長が定める。

別表第1~別表第3

別表第4 (第 17条関係)
使用区分

売店

(略)

明の売上額の100分の5.29に胡当す

イ用期間が1月未満であるとき、又は使用期
問に1月未満の端数があるときは、その使用期

る金額

問又はその端"期問の使用料の額については

使用料(1月につき)

1月を 30日とした日割計算をする。
2 使用料の額に1円未満の端数があるときは、
その端"を切り捨てるものとする

(委任)

第26条この条例の施行について必要な事項は、市
長が定.める。

5

別表第1~別表第3

("1Ⅲ知

(略)

茄



第2条関係長崎市科学館条例新旧対照表

長崎市科学館条例

第1条~第 14条

現行

第 15

(目的外の使用料)

用料は、別表第3のとおりとする。
2 前項の使用料は、その月分を翌月の 10日までに
納入しなけれぱならない。

科学館をぞの月的外に使用する場合の使

(略)

第 16 条市長は、特別の理由があると認めるとき

平成9年3月器目
条例第 1号

(巨的外の使用'斗の減免)

は、目的外の使用料を減免することができる。

第 17条既納の目的外の使用料は、返還しない。た
(同的外の使用料の返還)

だし、市長が特別の理由があると認めるときは、
この限りでない。

長崎市科学館条例

第 18

(費用の負担)

気、水道又はガスを使用するときは、これに要す

第1条~第14条

る経費は、使用する者の負担とする。

改正案

(準用)
第 19 条

利・学館をその月的外に使用する場合に電

(削除)

科学館をその目的外に使用する場合について準用
する。

(利・学館運営協議会)
20 条科・学館の適切な運営に関し必要な事項を

調査審議するため、長崎市科・学館運営協議会(以下
「協議会」という。)を置く。

(略)

川条、第Ⅱ条及び第玲条の規定は、

平成9年3月28日
条例第1号

(削除)

絲畍哉)
第21条協議会は、委員20人以内で組織する。

委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が
委嘱する。
a)学校教育関係者
②社会教育関係者
促)学識経験のある者
④市民
3 教育委員会は、前項第4号に掲げる委員の選任
に当たつては、公募の力法により、これを行うもの
とする。

゛

(削除)

J

(ド川徐)

蛸帷爲

(任期)
第羽条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期問とする。

(利・学館運営協議会)
15 条科学館の適切な運営に関し必要な事項を

調査審議するため、長崎市科学館運営協議会(以下
「協議会」という。)を置く。

該当する者でなくなったときは、前項に定める任期

(組織)
16条協議会は、委員20人以内で組織する。
委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから教

6

育委員会が委嘱する。
'山学校教育関係者
②社会教育関係者
櫛学識経験のある者
④市民
3 教育委員会は、前項第4号に掲げる委員の選任
に当たつては、公募の方法により、これを行うもの
とする。

q壬期)

第 17条委員の任期は、 2年とし、再任されること
を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者
の残任期問とする。
2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者のうち
から委嘱された委巳が、それぞれ同項の相当規定に

条

条

第



゛

゛

2

いては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日
を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超え
ない期間とすることができる。

前項本文の規定にかかわらず、委員の任期につ

(会長)

第器条協議会に会長を置き、委員の互選によりこ
れを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指
名する委員が、'その職務を代理する。

現行

協議会の庶務は、教育委員会において処理

(会議)

第24条協議会の会議は、会長が招集し、その議長
となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会
議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれ
を決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

中であっても、当該委の委嘱はかれたものとす

3

(関係人の出席)
第25条'協議会は、必要があると認めるときは、関
係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが
できる。

ついては、委嘱の際現に委員である者の任期満了の
日を勘案し、必要があると認めるときは、 2年を超
えない期間とすることができる。

第1項本文の規定にかかわらず、委員の任期に

改正案

(会長)

18条協議会に会長を置き、委.員の互選によりこ
れを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 '会長に事故があるときは、会長があらかじめ指
名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)
第 26条
する。

(教育委員会による管理)

第舒条教育委員会は、指定管理者の指定をするこ
とができないとき、又は指定管理者の指定を取り消
し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じ
たときは、第4条第1項の規定にかかわらず、管理
の業務を自ら行うものとする。

前項の場合においては、第6条第1項、第8条、
第9条第1項及び第3項、第Ⅱ条、第 12 条並びに

別表第2の規定の適用については、第6条第1項中
「教育委員会の承認を得て指定管理者が」とあるの

は「教育委員会力拐11に」と、第8条中「指定管理者」
とあるのは「教育委員会」と、第9条第1項中「利・学
館の利用に係る判金(以下「利用料金」という。)を
指定管理者に支払わなけれぱならない」とあるのは
「別表第1に掲げる観覧料又は別表第2に掲げる使

用料(以下「硯覧料等」という。)を納入しなけれぱ
ならない」と、同条第3項中「利用料金については、

指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」と
るのは「使用料については、市長力拐11に」と、第 1
条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」
と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは
「市」と、第 12条中「指定管理者は、あらかじめ市

長の承認を受けて定める基凖に基づき、利用料金」
とあるのは「市長は、特別の理由があると認めると
きは、観覧料等」と、別表第2中「利用料」とあるの
は「使用判,」とし、第6条第2項並びに第9条第2
項及び第4項の規定は適用しない。

3 教育委員会は、第1項の規定により管理の業務

協議会の庶務は、教育委員会において処理

(会議)

第 19条協議会の会議は、会長が招集し、その議長
となる。

協議会は、委員の半数以上が出席しなけれぱ会
議を開くことができない。

協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれ
を決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

(関係人の出席)

第肋条協議会は、必要があると認めるときは、関
係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが
できる。

(庶務)
第21条
する。

7

(教育委員会による管理)

第羽条教育委員会は、指定管理者の指定をするこ
とができないとき、又は指定管理者の指定を取り消
し、若しくは期問を定めて管理の業務の停止を命じ
たときは、第4条第1項の規定にかかわらず、管理
の業務を自ら行うものとする。

2 前項の場合においては、第6条第1項、第8条、
第9条第1項及び第3項、第Ⅱ条、第 12 条並びに
別表第2の規定の適用については、'第6条第1項中
「教育委員会の承認を得て指定管理者が」とあるの

は「教育委員会力甥リに」と、第8条中「指定管理者」
とあるのは「教育委員会」と、第9条第1項中「科学
館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を
指定管理者に支払わなければならない」とあるのは
「別表第1に掲げる硯覧料又は別表第2に掲げる使

用料(以下「観覧料等」という。)を納入しなければ
ならない」と、同条第3項中「利用料金については、
指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあ
るのは「使用料については、市長が別に」と、第Ⅱ
条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」
と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは
「市」と、第 n条中「指定管理者は、あらかじめ市

長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金」
とあるのは「市長は、特別の理由があると認めると

きは、観覧料等」と、別表第2中「利用料」とあるの
は「使用料」とし、第6条第2項並びに第9条第2
項及び第4項の規定は適用しない。

3 教育委員会は、第'1項の規定にょり管理の業務



を行うこととし、又は同項の規定により行つている
管理の業務を行わないこととするときは、あらかじ
めその旨を告示するものとする。

(委任)
第器条この条例の施行について必要な事項は、教
育委員会規則で定める。

別表第1~別表第2 (略)

別表第3 (第巧条関係)

現行

使用区分

売店

備考
1 使用期胡が1月未満であるとき、又は使用期

網の売上額の100分の5.29に相当す

間に1月未満の端'、があるときは、その使用

る金額

問又はその端数期間の使用料の額については、

使用料 a月につき)

を行うこととし、又は同項の規定により行つている
管理の業務を行わないこととするときは、あらかじ
めその旨を告示するものとする。

(委任)
第器条この条例の施行について必要な事項は、教
育委員会規則で定める。

別表第1~別表第2 (略)

(削除)

1月を 30日とした日割計算をする。
2 使用料の額に1円未満の端数があるときは、
その端'、を切り捨てるものとする

8

改正案

、

、
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【参考】

附属機関の設置数

設置根拠

附属機関条例

(別表第 1)

附属機関条例

(別表第2)

王見1〒

個別条例

聞機関

法令等

R 元.10.1

合計

【備考】附属機関条伊K別表第2)は類型の附属機関、附属機関条例(別表第1)はそれ

を除く附属機関

※1 長崎市宿泊税検討委員会の設置(令和元年長崎市条例第謁号)

※2 長崎市常設型住民投票制度検討審議会の廃止(令和元年長崎市条例第38号)

※3長崎市の鳥選定審査会の廃止(平成30年長崎市条例第 2 号)、長崎市市町村建設

計画変更検討審議会の廃止(平成31年長崎市条例 19号)及び長崎市宿泊税検討

委員会の廃止(令和元年長崎市条例第謁号)

※4長崎市住宅政策協議会の廃止(令和元年長崎市条例第38号)

6機関

66機関

【※1)

訴機関

R2,1.1

16機関

124機関

6機関

65 機関

(※2)

37機関

R2.4.1

16機関

125機関

6機関

舵機関

{※3}

37機関

胎.4.1

関係法令

地方自治法(抜粋)

16 機関

124機関

6機関

61 機関

侠4)

訂機関

第138条の4第3項普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執

行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、

審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行

機関については、この限りでない。

16 機関

121 機関

9

6機関

訂機関

16 機関

第202条の3 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く

政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議

又は調査等を行う機関とする。

2 '附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

3 附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定力工あるものを除く外、そ

の属する執行機関において掌るものとする。

120機関


